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(57)【要約】
　熱的界面部材が、バルク層と、バルク層の表面の少な
くとも一部分の上に配設される表面層とを含む。表面層
は、非常に熱的伝導性であり、はんだリフロー温度を超
える融点を有し、約１０ミクロン未満の最大断面厚さを
有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）第１及び第２の概して対向する表面、及び少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋの熱的
伝導率を有するバルク層と、
　（ｂ）前記バルク層の前記第１及び第２の表面のうちの少なくとも一方の少なくとも一
部分の上の表面層であって、
　　（ｉ）約１０μｍ未満の最大断面厚さ、
　　（ｉｉ）少なくとも約５０Ｗ／ｍ・Ｋの前記表面層の少なくとも厚さ寸法方向への熱
的伝導率、及び
　　（ｉｉｉ）はんだリフロー温度を超える融点
　を有する、表面層と
を備える、熱的界面部材。
【請求項２】
　前記バルク層は、約１０６Ｐａ未満のモジュラスを有する、請求項１に記載の熱的界面
部材。
【請求項３】
　前記表面層は、少なくとも約３００℃の融点を有する、請求項１に記載の熱的界面部材
。
【請求項４】
　前記表面層は、金属、又は金属錯体を含む、請求項１に記載の熱的界面部材。
【請求項５】
　（ａ）第１及び第２の概して対向する表面を有する熱的伝導性のポリマーベースのバル
ク層と、
　（ｂ）前記バルク層の前記第１及び第２の表面のうちの少なくとも一方の少なくとも一
部分の上の金属表面層であって、約１０μｍ未満の最大断面厚さ寸法を有する、金属表面
層と
を備える熱的界面部材。
【請求項６】
　前記バルク層は、少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有する、請求項５に記
載の熱的界面部材。
【請求項７】
　前記バルク層は、約１０６Ｐａ未満のモジュラスを有する、請求項５に記載の熱的界面
部材。
【請求項８】
　前記バルク層は、熱硬化性ポリマーを含む、請求項５に記載の熱的界面部材。
【請求項９】
　前記バルク層は、熱可塑性プラスチック又は相変化材料である、請求項５に記載の熱的
界面部材。
【請求項１０】
　前記バルク層は、その中に分散した熱的伝導性の粒子状物質を含む、請求項５に記載の
熱的界面部材。
【請求項１１】
　前記粒子状物質は、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、グラファイト、及びそ
れらの組合せから成る群から選択される、請求項１０に記載の熱的界面部材。
【請求項１２】
　前記表面層は、アルミニウム及び銅から成る群から選択される、請求項５に記載の熱的
界面部材。
【請求項１３】
　熱放散構成体において使用するための装置であって、
　（ａ）発熱コンポーネントと、
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　（ｂ）少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有し、前記発熱コンポーネントに
熱的に結合される熱的界面部材と
を備え、
　前記熱的界面部材は、
　　（ｉ）バルク層と、
　　（ｉｉ）前記バルク層の表面の少なくとも一部分の上の表面層であって、約１０μｍ
未満の最大断面厚さ寸法、はんだリフロー温度を超える融点、及び約１０７Ｐａより大き
いモジュラスを有する、表面層とを備える、
熱放散構成体において使用するための装置。
【請求項１４】
　前記バルク層は、約１０６Ｐａ未満のモジュラスを有する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記バルク層は、相変化材料である、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記バルク層は、シリコン・ポリマーを含む、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記熱的界面部材は、前記発熱コンポーネントの表面に配設される、請求項１３に記載
の装置。
【請求項１８】
　前記表面層は、少なくとも約３００℃の融点を有する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記表面層は、金属、又は金属錯体である、請求項１３に記載の装置。
【請求項２０】
　前記表面層は、少なくとも約５０Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有する、請求項１３に記載
の装置。
【請求項２１】
　バルク層と、前記バルク層の表面の少なくとも一部分の上に配設される表面層とを有す
る熱的界面部材を構築するための方法であって、
　（ａ）コーティング基板を形成するために、約１０μｍ未満の厚さまで、熱的伝導性材
料を基板上に沈着するステップ、
　（ｂ）前記熱的伝導性材料が前記バルク層表面と接触するように、前記コーティング基
板を前記バルク層表面と位置合わせして配置するステップ、及び
　（ｃ）前記熱的伝導性材料が、前記表面層として、前記バルク層表面と接触状態を保つ
ように、前記熱的伝導性材料から前記基板を分離するステップであって、前記バルク層は
、熱的伝導性であり、約１０６Ｐａ未満のモジュラスを有する、ステップ
を含む方法。
【請求項２２】
　前記表面層は、少なくとも約５０Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有する、請求項２１に記載
の方法。
【請求項２３】
　前記バルク層は、少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有する、請求項２１に
記載の方法。
【請求項２４】
　前記熱的伝導性材料は、蒸着により前記基板上に沈着される、請求項２１に記載の方法
。
【請求項２５】
　（ａ）第１の表面を有する支持構造体と、
　（ｂ）取付け部分及び熱放散面を有する電子コンポーネントであって、前記取付け部分
は、前記支持構造体の前記第１の表面に結合される、電子コンポーネントと、
　（ｃ）前記電子コンポーネントの前記熱放散面に熱的に結合され、バルク層及び表面層
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を有する熱的界面部材と
を備え、
　　（ｉ）前記バルク層は、少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有し、
　　（ｉｉ）前記表面層は、約１０μｍ未満の最大断面厚さ、少なくとも約５０Ｗ／ｍ・
Ｋの熱的伝導率、及びはんだリフロー温度を超える融点を有し、前記バルク層の表面の少
なくとも一部分の上に配設される、
パッケージ。
【請求項２６】
　前記支持構造体は、回路基板である、請求項２５に記載のパッケージ。
【請求項２７】
　前記電子コンポーネントは、半導体素子である、請求項２５に記載のパッケージ。
【請求項２８】
　前記熱的界面部材の前記バルク層は、前記電子コンポーネントの前記熱放散面と接触し
ている、請求項２５に記載のパッケージ。
【請求項２９】
　前記表面層は、アルミニウム又は銅である、請求項２５に記載のパッケージ。
【請求項３０】
　前記熱的界面部材の前記表面層に固定されたヒート・シンクを含む、請求項２５に記載
のパッケージ。
【請求項３１】
　電子コンポーネント・パッケージを構築するための方法において、
　（ａ）（ｉ）少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有するバルク層と、
　　（ｉｉ）前記バルク層の表面の少なくとも一部分の上に配設され、約１０μｍ未満の
最大断面厚さ、はんだリフロー温度を超える融点、及び少なくとも約５０Ｗ／ｍ・Ｋの熱
的伝導率を有する、表面層と、
を含む熱的界面部材を形成するステップ、
　（ｂ）第１の表面層を有する支持構造体を設置するステップ、
　（ｃ）取付け部分及び熱放散面を有する電子コンポーネントを設置するステップ、
　（ｄ）前記電子コンポーネントの前記熱放散面と接触して前記熱的界面部材の前記バル
ク層を配置することによって、前記熱的界面部材を前記電子コンポーネントに熱的に結合
するステップ、
　（ｅ）ステップ（ｄ）の前に、又はその後に、前記電子コンポーネントの前記取付け部
分を前記支持構造体の前記第１の表面に取り付けるステップ、並びに、
　（ｆ）ステップ（ｅ）の後に、ヒート・シンクを前記熱的界面部材に熱的に結合するス
テップ
を含む方法。
【請求項３２】
　前記熱的界面部材の前記バルク層は、約１０６Ｐａ未満のモジュラスを有する、請求項
３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記熱的界面部材の前記表面層は、少なくとも約３００℃の融点を有する、請求項３１
に記載の方法。
【請求項３４】
　前記支持構造体は、回路基板である、請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記ヒート・シンクを前記熱的界面部材の前記表面層に取り付けるステップを含む、請
求項３１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、発熱電子素子を含む熱放散構成体と関連して使用するための熱的界面に関し
、より詳細には、実質的に熱的に透明であり、適合可能な、非粘着性の表面層を組み込ん
だ熱的界面部材に関し、はんだリフロー温度より高い温度でこのような特性を保持する。
【背景技術】
【０００２】
　熱的界面は、過剰な熱的エネルギーが１つの場所から別の場所に伝達されることが望ま
しい熱放散用途において広く使用される。熱的界面は、一般に、効果的な、及び機械的に
有用なやり方で、所望の熱伝達に応える形でこのような場所間に位置付けられる。このよ
うな熱的界面の用途例は、エレクトロニクス産業にあり、この場合、電子素子は、最小閾
値の性能特性を維持するために、何らかの形で冷却する必要がある。このような電子素子
を冷却する一般的な方法が、発熱電子素子からの熱放散によるものである。このような熱
放散は、例えば、電子素子を、一般に比較的高い熱的放散能力を有するヒート・シンクに
熱的に結合することによって達成することが可能である。一般的なヒート・シンクは、材
料、表面積、及び冷却媒体への暴露などの特徴により、高い熱放散特性を示す。
【０００３】
　電子素子など、発熱要素をヒート・シンクに熱的に結合することは、熱的界面の材料及
び構造によって容易にすることができる。例えば、発熱要素とヒート・シンクとの間を直
接、物理的に結合することが、発熱要素の付近における相対的な外部幾何学形状、材料、
及び空間的制約という理由から困難であることがある。この場合には、熱的界面は、熱伝
達に対して大きなインピーダンスがない、発熱要素とヒート・シンクとの間の物理的な接
続機構として働くことが可能である。さらには、熱伝達は、熱的エネルギーが比較的低い
熱的伝導率の媒体の中を通る必要がある場合、熱的障壁において著しく妨げられる可能性
があるという理由から、熱的界面は、熱的障壁の存在を最小限にすることによって、ヒー
ト・シンクに対する熱伝達の効率性を高めることが可能である。例えば、比較的低いモジ
ュラス値を有する熱的界面は、発熱要素及びヒート・シンクにおける表面の不規則性（ｉ
ｒｒｅｇｕｌａｒｉｔｉｅｓ）に対して「適合する（ｃｏｎｆｏｒｍ）」ことが可能であ
り、それによって、空気などの比較的低い熱的伝導性媒体で満たされる可能性がある表面
間の空隙を最小限にし、且つ／又はなくすことになる。その結果、熱的界面は、様々な発
熱素子から離れる方向への熱伝達を著しく高めることが分かっている。
【０００４】
　いくつかの用途においては、熱的界面は、「適合性（ｃｏｎｆｏｒｍａｂｉｌｉｔｙ）
」特性を熱的伝導性界面にもたらすために、微結晶ワックス、並びにシリコン・グリース
、シリコン・ゲル、及びシリコン・ワックスなどの比較的低いモジュラス材料を使用して
いる。界面の適合性は、室温で低モジュラス値を有する材料により達成されても、又はそ
うではなく、界面が結合される発熱素子の動作温度における温度で、若しくはその温度を
下回る温度で著しく軟化する「相変化」材料の結果として達成されてもよい。界面材料の
相対的な軟性は、それぞれのコンポーネントに対して熱的界面を組み立てる際など、この
ような界面をこのように取り扱うことを妨げる表面粘着性をもたらす可能性がある。
【０００５】
　この問題を克服するために、熱的界面の少なくとも１つの外面上に形成される「ブロッ
キング防止」層、又は剥離層を設けることは、熱的界面を製造し、組み立て、取り扱うの
に役立つことが見い出された。さらには、このような外側の非粘着性剥離層は、残りの熱
的界面への汚染に対する大きな保護をもたらすのにも役立つ。いくつかの場合には、ブロ
ッキング防止層、又は剥離層は、熱的界面が発熱素子と接触して配置される時点の前に除
去の必要があるライナ・フィルムを含むことがある。この除去作業は、しばしば、面倒で
あることが分かっており、且つ時間がかかり、多大な労力を要するものである。他の場合
においては、ブロッキング防止層、又は剥離層は、一体的に形成されても、又は残りの熱
的界面に恒久的に固定されてもよい。しかし、このような場合には、ブロッキング防止層
は、界面の全体的な適合性を著しく抑制する。
【０００６】
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　上記に加えて、熱的界面は、通常、熱的界面がまず、ヒート・シンクに固定されて結合
体を形成し、次いで、この結合体が、集積回路基板など、あらかじめ構築されたパッケー
ジに固定される特定の順序で、熱放散構成体に取り付けられる。熱的界面をその構築工程
で電子パッケージのコンポーネントに実装することは困難であり、取扱いは厄介であると
いう理由から、このプロトコルが主に行われている。ブロッキング防止層を有する熱的界
面の場合でも、電子コンポーネントをパッケージに固定するはんだリフロー工程において
到達する温度は、ブロッキング防止層の有効性を低下させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５，９５０，０６６号
【特許文献２】米国特許第６，１９７，８５９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記を考慮して、はんだリフロー温度において、又はその温度より上で非粘着性状態を
保つ１つ又は複数の高い熱的伝導性の表面を組み込むとともに、また、隣接する表面に対
して優れた全体的適合性を可能にする熱的界面を提供することが本発明の主な目的である
。
【０００９】
　高い熱的伝導性の、適合可能な、且つはんだリフロー温度において、又はその温度より
上で非粘着性状態を保つ非粘着性表面層を有する熱的界面部材を提供することが本発明の
さらなる目的である。
【００１０】
　熱的界面を構築するための方法を提供することが本発明の別の目的であり、このような
界面の表面層は、剥離基板上に沈着され、その後、界面のバルク層と位置合わせして配置
される。
【００１１】
　はんだリフローの前に熱的界面をパッケージ・コンポーネントに固定し、その後、その
結合体をヒート・シンクに固定することによって、パッケージを構築するための方法を提
供することが本発明のさらなる目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によって、電子コンポーネントによって生成される過剰な熱的エネルギーが、ヒ
ート・シンク、又は他の熱的放散体に効率的に放散可能である。具体的には、本発明は、
非常に高い適合性を有するが、それにもかかわらず、はんだリフロー温度において、又は
その温度より上でもなお非粘着性状態を保つ熱的界面を提供する。その結果、本発明の熱
的界面は、取扱い及び熱的パッケージ組立作業を容易にするとともに、発熱電子素子から
熱放散体に、高い熱的伝導性の経路をもたらす。
【００１３】
　特定の実施例においては、本発明の熱的界面部材は、少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋの
熱的伝導率を有するバルク層と、バルク層の少なくとも一方の表面の少なくとも一部分の
上に配設される表面層とを含む。表面層は、約１０ミクロン未満の最大断面厚さ、少なく
とも約５０Ｗ／ｍ・Ｋの少なくとも厚さ寸法方向への熱的伝導率、及びはんだリフロー温
度を超える融点を含む。いくつかの場合においては、表面層の融点は、少なくとも約３０
０℃である。
【００１４】
　別の実施例においては、本発明の熱的界面部材は、熱的伝導性のポリマーベースのバル
ク層と、バルク層の第１及び第２の表面のうちの少なくとも一方の少なくとも一部分の上
に配設される金属表面層とを含む。金属表面層は、約１０ミクロン未満の最大断面厚さ寸
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法を有する。
【００１５】
　熱放散構成体において使用するための装置が、発熱コンポーネントと、発熱コンポーネ
ントに熱的に結合され、少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有する熱的界面部
材とを含む。熱的界面部材は、バルク層と、バルク層の表面の少なくとも一部分の上に配
設される表面層とを含む。表面層は、約１０ミクロン未満の最大断面厚さ寸法、はんだリ
フロー温度を超える融点、及び約１０７Ｐａより大きいモジュラスを有する。
【００１６】
　本発明のさらなる態様においては、熱的界面部材を構築するための方法が、コーティン
グ基板を形成するために、約１０ミクロン未満の厚さまで、熱的伝導性材料を基板上に沈
着するステップ、及びそのコーティング基板の熱的伝導性材料がバルク層表面と接触する
ように、コーティング基板を熱的界面部材のバルク層表面と位置合わせして配置するステ
ップによって提供される。最終的には、基板は、熱的伝導性材料が、表面層として、バル
ク層表面と接触状態を保つように、熱的伝導性材料から分離される。
【００１７】
　さらなる態様においては、パッケージが、第１の表面を有する支持構造体と、取付け部
分及び熱放散面を有する電子コンポーネントとを含み、取付け部分は、支持構造体の第１
の表面と、電子コンポーネントの熱放散面に熱的に結合される熱的界面部材とに結合され
る。熱的界面部材は、バルク層及び表面層を含み、バルク層は、少なくとも約０．５Ｗ／
ｍ・Ｋの熱的伝導率を有し、表面層は、約１０ミクロン未満の最大断面厚さを有する。さ
らには、表面層は、少なくとも約５０Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率、及びはんだリフロー温度
を超える融点を有する。
【００１８】
　電子コンポーネント・パッケージを構築するための方法は、少なくとも約０．５Ｗ／ｍ
・Ｋの熱的伝導率を有するバルク層と、バルク層の表面の少なくとも一部分の上に配設さ
れる表面層とを含む熱的界面部材を形成するステップを含み、表面層は、約１０ミクロン
未満の最大断面厚さ、はんだリフロー温度を超える融点、及び少なくとも約５０Ｗ／ｍ・
Ｋの熱的伝導率を有する。この方法はさらに、第１の表面を有する支持構造体を設置する
ステップと、取付け部分及び熱放散面を有する電子コンポーネントを設置するステップと
を含む。熱的界面部材は、電子コンポーネントの熱放散面と接触して熱的界面部材のバル
ク層を配置することによって、電子コンポーネントに熱的に結合される。熱的結合の前に
、又はその後に、電子コンポーネントの取付け部分は、支持構造体の第１の表面に取付け
可能である。電子コンポーネントの取付け部分を支持構造体の第１の表面に取り付けた後
に、ヒート・シンクが、熱的界面部材に熱的に結合される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の熱的界面部材の斜視図である。
【図２】本発明の熱的界面部材の断面側面図である。
【図３Ａ】本発明の熱的界面部材を構築するための工程の一部分の側面図である。
【図３Ｂ】本発明の熱的界面部材を構築するための工程の一部分の側面図である。
【図３Ｃ】本発明の熱的界面部材を構築するための工程の一部分の側面図である。
【図４】本発明の熱的界面部材を構築する際の工程段階を示す流れ図である。
【図５】本発明の電子コンポーネント・パッケージの断面側面図である。
【図６】本発明の電子コンポーネント・パッケージの断面側面図である。
【図７】本発明の電子コンポーネント・パッケージを構築する際の工程段階を示す流れ図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　上記した本発明の目的及び効果と、その他の目的、特徴及び効果を、以下、本発明の様
々な可能な構成を示す添付の図面を参照して説明される詳細な実施例の観点から記載され
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る。本発明の他の実施例及び態様は、当業者の理解内にあるものと認識される。
【００２１】
　次に、図面を、まず、図１を参照すると、熱的界面部材１０が、バルク層１２と、バル
ク層１２の第１の表面１６において配設される表面層１４とを含む。上述したように、表
面層１４は、熱的界面部材１０に対して、「ブロッキング防止」層、又は「剥離」層とし
て働く。ほとんどの実施例においては、熱的界面部材１０は、熱的伝導性であり、少なく
とも軸「ｚ」に沿って熱的伝導性である。しかし、多くの実施例においては、熱的界面部
材１０は、全ての軸に沿って熱的伝導性である。典型的には、表面層１４は、少なくとも
約５０Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有し、バルク層１２は、少なくとも約０．５Ｗ／ｍ・Ｋ
の熱的伝導率を有する。熱的界面部材１０は、表面層１４の伝導率と、バルク層１２の伝
導率との中間である全体的な熱的伝導率を有することを理解すべきである。「全体的な」
熱的伝導率は、熱的伝導性部材１０の第１の表面１８から第２の表面２０まで、又はその
反対方向で測定される熱的伝導度を示す。第１の表面１８と、第２の表面２０との間の点
における局所的な熱的伝導率値は、実際は、上述した値より低くてよいことを理解すべき
である。しかし、熱的界面部材１０の少なくとも軸「ｚ」に沿う実質熱的伝導率は、上述
した通りである。
【００２２】
　バルク層１２は、好ましくは、少なくとも軸「ｚ」に沿って熱的伝導性であり、適合可
能な材料であることが可能である。いくつかの実施例においては、バルク層１２は、相変
化材料であることが可能である。例えば、バルク層１２は、微結晶ワックス、又はシリコ
ン・ワックス、シリコン・グリース・及びシリコン・ゲルを含むシリコンベースのポリマ
ーを含んでよい。バルク層１２において有用な製剤のさらなる例は、米国特許第５，９５
０，０６６号、及び米国特許第６，１９７，８５９号に記載されるものを含み、それらは
、参照によって本明細書に組み込まれる。バルク層１２が相変化材料である実施例におい
ては、バルク層１２は、約４０℃と約８０℃との間の範囲内に融点を有することが可能で
ある。したがって、バルク層１２は、熱的界面部材１０がそれらと関連して使用される発
熱素子、又は複数の素子の正常な動作中にもたらされる温度において、少なくとも部分的
に液体になることが可能である。相変化特性は、発熱素子の表面など、それぞれの熱放散
面との優れた熱的接点を形成するための非常に高い適合性を有する界面をもたらす。当技
術分野において知られているように、相変化熱的界面材料は、室温において比較的取り扱
い易くすることを可能にするとともに、動作温度において非常に高い適合性を有すること
を可能にする。
【００２３】
　いくつかの実施例においては、バルク層１２はさらに、バルク層１２の熱的伝導率を高
めるために、その中に分散する熱的伝導性の粒子状物質を含むことが可能である。様々な
熱的伝導性粒子状物質は、バルク層１２の熱的伝導性に役立つために利用可能であり、例
えば、約２００ミクロンまでの平均粒子径を有するアルミナ、窒化アルミナ、窒化ホウ素
、グラファイト、シリコン・カーバイド、ダイヤモンド、金属粉末、及びそれらの組合せ
を含む。典型的な実施例においては、微粒子フィラー材料は、約１０パーセントと９５パ
ーセントとの間の重量濃度でバルク層１２内に与えられてよい。微粒子フィラーの負荷レ
ベルは、バルク層１２の全体的なモジュラスに影響を及ぼす可能性がある。したがって、
約１０６Ｐａ以下のバルク層１２の動作温度モジュラスを維持することが望ましい。しか
し、いくつかの用途においては、バルク層１２の１０６Ｐａより大きいモジュラス値が許
容できる。
【００２４】
　バルク層１２は、約５０ミクロンと５００ミクロンとの間の厚さ寸法「ａ」を有するも
のとして形成可能であり、約１００ミクロンと１５０ミクロンとの間の範囲内の厚さが最
も一般的に使用されている。
【００２５】
　表面層１４は、好ましくは、１つ又は複数の熱的伝導性材料からなる高い熱的伝導性の
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面２０の全部或いは一部分に配設可能である。表面層１４は、図１に示す実施例における
バルク層１２の第１の表面１６の実質的全面積に沿って配設される。しかし、表面層１４
は、バルク層１２の１つ又は複数の表面上の様々な連続的又は不連続的なパターンのいず
れかで形成可能である。表面層１４は、熱的界面部材１０の操作が集中可能な非粘着性表
面として働くということが予期されている。例えば、「ピック・アンド・プレース」組立
作業は、熱的界面部材を自動化装置によって組立ラインから発熱素子パッケージにおける
作業位置に移動させることが可能である。このような装置は、表面層１４における熱的界
面部材１０に取外し可能に係合することが可能である。非粘着性表面層１４がないと、こ
のような自動化装置は、例えば、バルク層１２の粘着性によって汚損される可能性がある
。したがって、自動化組立装置の使用には、典型的には、その装置が、熱的界面部材に効
率的に、取外し可能に係合することが可能ないくつかの形態の非粘着性表面が必要である
。組立手順において利用される装置は、例えば、バルク層１２の第１の表面１６によって
示される面積より小さい非粘着性面積を必要とする場合があるので、表面層１４は、例え
ば、バルク層１２の第１の表面１６及び第２の表面２０の全面積より小さい面積をカバー
することが可能である。
【００２６】
　製造及び組立作業における熱的界面部材１０の取扱いを容易にすることができる態様が
、「非粘着性」表面としての表面層１４の提供である。このような特性は、材料のタイプ
及び材料の相など、様々な機構により達成可能である。そのため、非粘着性上面１８を有
する表面層１４を形成することが本発明の１つの態様である。いくつかの用途では、表面
層１４が、室温でも、及び上述のはんだリフロー温度など、高温でも、その両方で非粘着
性であることが望ましい。例えば、熱的界面部材１０は、はんだリフローが様々なパッケ
ージ・コンポーネントを互いに固定するために生じる温度を含む高温を伴うパッケージ組
立工程と関連して利用可能である。その結果、表面層１４はこのような高温で実質的には
元の状態のままであること、並びに非粘着性表面特性を保持することが望ましい。
【００２７】
　上述した目的を達成するために、表面層１４は、固体形態にあること、及びそれぞれの
はんだリフロー温度を超える融点を有することが可能である。典型的な用途の場合、はん
だリフロー温度は、約２００℃と約２６０℃との間で変動し、使用されるはんだのタイプ
に応じて決まる。したがって、表面層１４が、使用されているそれぞれのはんだのはんだ
リフロー温度より高い融点温度を有することが望ましい。いくつかの場合においては、表
面層１４の融点は、約３００℃より高い。以下の表１は、はんだ合金組成の例、及びそれ
らのそれぞれの相変化温度を示している。
【００２８】
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【表１】

【００２９】
　熱的界面部材１０の有効性を最大限にするために、表面層１４は、好ましくは熱的伝導
性であり、実質的には、「熱的に透明である」ことが可能であり、表面層１４の熱的伝導
率は、バルク層１２の熱的伝導率よりも非常に高いことが可能である。いくつかの実施例
において、表面層１４は、少なくとも約５０Ｗ／ｍ・Ｋの熱的伝導率を有することが可能
であり、典型的には、約２００Ｗ／ｍ・Ｋと８００Ｗ／ｍ・Ｋとの間の熱的伝導率を有す
ることが可能である。上述の特定された熱的伝導率は、少なくとも軸「ｚ」に沿う熱的伝
導率を示すが、また、全ての方向軸に沿うのも有効であることが可能である。
【００３０】
　本発明の追加の態様が、熱的界面部材１０の全体的な適合性である。上述したように、
熱的障壁を最小限にするために、及びそれによって、熱的伝導率を高めるために、界面が
それらに接して取り付けられる表面によく適合することは、熱的界面の重要な特徴である
。「ブロッキング防止」層又は剥離層を組み込んだ従来の熱的界面には一般に、このよう
な層は、取付け前に手で除去されること、或いは界面内の所定の場所に残される場合はこ
のような層の適合性の欠如及び／又は層材料それ自体の比較的低い熱的伝導率の結果とし
て、界面の熱的性能を抑えることのいずれかが必要である。したがって、表面層１４は、
上述したように、熱的伝導性が非常に高いこと、及び非常に高い適合性を有することの両
方が可能である。表面層１４はそのため、厚さが、約１０ミクロン未満であってよい。表
面層１４は、その薄さゆえ、そのモジュラスが１０６Ｐａより大きい状況においても有効
である。
【００３１】
　出願人は、表面層１４における上述の適合性を達成するため、表面層１４の非常に小さ
い厚さ寸法「ｂ」を設けることを決定した。表面層１４について使用される材料に応じて
、厚さ寸法「ｂ」は、約１０ミクロン未満であることが可能であり、典型的には、約２ミ
クロンと６ミクロンとの間であることが可能である。表面層１４の厚さ寸法「ｂ」は、表
面層１４の最大断面厚さを示すことが可能である。
【００３２】
　表面層１４は、上述した態様と両立可能な１つ又は複数の様々な材料を含むことが可能
である。出願人が、本発明の表面層において有用であることを見い出している材料の具体
的な種別は、厚さが約６ミクロン未満など、薄層に沈着されることが可能な金属及び／又
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は金属錯体である。表面層１４の材料例は、アルミニウム、銅、銀、及び銅タングステン
を含む。しかし、他の材料及び材料の組合せもまた、表面層１４において有用であるもの
とされる。別の有用な材料の例が、グラファイトである。
【００３３】
　図２は、表面層１４が、バルク層１２の一部分のみにおいて配設される熱的界面部材３
０の実施例を示す。バルク層１２に対する表面層１４の様々な配置が、本発明の範囲内に
あると企図される。例えば、表面層１４は、バルク層１２の第１の表面１６及び第２の表
面２０のうちの一方又は両方に配設可能であり、このような１つ又は複数の表面の少なく
とも一部分に沿って配設可能である。したがって、表面層１４は、バルク層１２の第１の
表面１６及び／又は第２の表面２０の全て或いは一部をカバーすることが可能である。
【００３４】
　第１の表面１４が、例えば、蒸着、プラズマ重合、スプレー・コーティング、スパッタ
リングなどを含む様々な工程のうちの１つにより、バルク層１２に形成可能であることが
企図される。目的例について本明細書に説明する表面層１４をバルク層１２に付着するた
めの１つの方法は、表面層１４としての金属材料の蒸着である。
【００３５】
　図３Ａ～３Ｂに示すように、アルミニウムなど、金属蒸気が、以下で説明するように剥
離ライナ基板４２上に沈着される。
【００３６】
　剥離ライナ基板４２は、真空チャンバ内に配置可能であり、両方とも真空チャンバ内に
位置決め可能な非巻取りロールと巻取りロールとの間を移動することが可能である。次い
で、アルミニウム・スプールが真空チャンバ内の容器に配置され、アルミニウム・スプー
ルは、アルミニウムの蒸発温度まで容器において加熱され、真空チャンバは、実質的には
、真空にされる。次いで、蒸気状態のアルミニウムが、アルミニウム・スプールから放出
され、アルミニウム容器から約３０．４８ｃｍ（１２インチ）に位置決めされた移動基板
上に沈着される。
【００３７】
　剥離ライナ基板４２における表面層１４の厚さ「ｂ」は、蒸着チャンバ内の基板の速度
によって制御可能である。典型的には、基板４２は、蒸着が生じている間、約１２１．９
ｍ（４００フィート）／分～３６５．８ｍ（１２００フィート）／分の間の速度で、非巻
取りロールと巻取りロールとの間で動作する。基板４２がこの金属蒸気にさらされると、
チャンバは大気圧に戻る。いくつかの実施例において、蒸着基板は、巻取りロールにおい
て巻かれる前に、基板上での蒸気状態の金属を固体状態にさせる冷ロールの上を通過する
ことが可能である。
【００３８】
　沈着（蒸着）材料が、所定の最小厚さ例えば約２ミクロンと６ミクロンの間に到達する
と、コーティング基板４４は、バルク層１２と位置合わせして配置されるために、図３Ｃ
に示すカレンダリング動作に移る。カレンダリング動作５０は、図３Ｃに示すように、表
面層１４を位置合せ場所５２でバルク層１２の第１の表面１６と位置合わせして配置し、
表面層１４は、それぞれのローラの対５４－５４、５６－５６において生成される圧力に
よりバルク層１２に接着される。スプリッタ５８が、剥離ライナ４２を表面層１４から除
去するために設置され、それにより、表面層１４は、バルク層１２と接触状態を保つ。ロ
ーラ５４、５６など、カレンダリング・システム５０に対するバルク層１２のコンポーネ
ントへの望ましくない接着を防ぐために、剥離ライナ４６がバルク層１２の第２の表面２
０に形成可能である。このような剥離ライナ４６は、熱的界面部材１０を、例えば、発熱
素子パッケージ内に取り付ける前の所望の時点で、バルク層１２から除去可能である。
【００３９】
　図４は、図３Ａ～３Ｃを参照して上述した、熱的界面部材製造の工程段階を示す流れ図
である。具体的には、表面層１４において使用するための材料が、コーティング基板を形
成するために、所定の厚さまで剥離ライナ上に沈着される。上述したように、このような
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材料又は複数の材料は、好ましくは、熱的伝導性であり、例えば、剥離ライナ４２上に沈
着されることが可能な金属、金属錯体、及び／又は他の材料であることが可能である。い
くつかの実施例において、材料は、約６ミクロン未満の所定の厚さまで、基板に付着可能
である。剥離ライナは、当技術分野ではよく知られており、表面層１４から比較的容易に
除去されることが可能な従来の剥離ライナが、熱的界面部材製造工程において利用可能で
あることが企図される。沈着された表面層１４を受け取り、その後、それから除去される
際に有用な剥離ライナ４２の例が、ポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）である。
【００４０】
　コーティングされた基板は、次いで、カレンダリング・ロールと接触する剥離ライナと
ともに、ある配向でカレンダリング動作に置かれ、表面層材料は、バルク層１２と位置合
わせして暴露される。表面層をバルク層と位置合わせすることにより、表面層は、表面層
と、そのそれぞれの剥離ライナ基板との間の結合よりも大きな強度でバルク層に接着する
ことになる。その結果、次いで、基板は表面層から取り除かれるが、表面層は、バルク層
との接触状態を保つ。次いで、個々の熱的界面部材が所望の大きさにダイカット可能であ
る。この状態で、熱的界面部材は、輸送及びパッケージ組立段階の際に取扱いが容易にな
るように、対向する非粘着性表面を有する。典型的には、例えば、バルク層１２の第２の
表面２０において位置決めされた剥離ライナは、発熱素子に熱的界面部材が取り付けられ
る直前に取り除かれる。
【００４１】
　熱的界面部材１０は、発熱コンポーネント・パッケージからの熱放散と関連して使用可
能である。図５に示すように、パッケージ７０は、支持構造体７６の第１の表面７４上に
配設された発熱電子コンポーネント７２を含む。電子コンポーネント７２は、支持構造体
７６の第１の表面７４に結合される取付け部分７８と、熱的界面部材１０に熱的に結合さ
れる熱放散面８０とを含む。いくつかの実施例において、熱放散面８０は、熱的界面部材
１０のバルク層１２に熱的に結合可能である。このような熱的結合は、熱的界面部材１０
のバルク層１２と、電子コンポーネント７２の熱放散面８０との間の物理的な接触の形態
であることが可能である。このような構成により、電子コンポーネント７２によって生成
される熱は、熱放散面８０において、その熱的結合により熱的界面部材１０に伝達される
。熱放散面８０は、取付け部分７８とは実質的に反対であるように図５に示されているが
、熱放散面８０は、電子コンポーネント７２を熱的界面部材１０に熱的に結合するのに都
合よく、且つ／又は有効であれば、電子コンポーネント７２の任意の表面であってよいこ
とを理解すべきである。加えて、電子コンポーネント７２は、２次的界面媒体又は追加の
接続素子を通じてなど、直接的な物理的接続以外の手段を通じて、熱的界面部材１０に熱
的に結合可能であることも理解すべきである。
【００４２】
　図５に示す実施例において、熱的界面部材１０のバルク層１２は、バルク層１２の固有
の接着特性の結果として、直接的に熱放散面８０に接着可能である。しかし、他の実施例
において、熱的界面部材１０は、例えば、熱的伝導性の接着材料、ファスナなどにより、
電子コンポーネント７２に固定可能である。さらには、熱的界面部材１０は、表面層１４
が、電子コンポーネント７２の熱放散面８０と接触しているように、又はその熱放散面と
向かい合う関係にあるように配向可能である。
【００４３】
　電子素子７２は、本明細書において、包括的な意味において使用され、データ処理、通
信、電力供給のシステムなど、様々な電子システム内に組み込まれたコンポーネントを含
むことを意図される。電子コンポーネント７２として企図される素子の例は、トランジス
タ及びダイオードなどの半導体素子、並びに受動コンポーネントを含む。
【００４４】
　図５に示す実施例における電子コンポーネント７２は、第１の表面７４に伝導性トレー
スを有する誘電材料であっても、又は他のタイプの電気接続部を組み込んでいてもよい回
路基板７６に固定される。いくつかの実施例において、支持構造体７６は、電子コンポー
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ネント７２がその上に取り付けられる第１の表面７４に誘電層を有する熱的伝導性材料で
あってもよい。様々な構成及び材料が、支持構造体７６に関して有用であると企図される
。
【００４５】
　図６に示すように、ヒート・シンク９２が、熱的界面部材１０においてなど、パッケー
ジ７０に熱的に結合可能である。いくつかの実施例において、ヒート・シンク９２をパッ
ケージ７０に熱的に結合することは、ヒート・シンク９２の第１の表面９４と、熱的界面
部材１０の第１の表面１８との間の物理的接触によって達成され、それにより、表面層１
４は、第１の表面９４と熱的接触していることになる。上述したように、熱的界面部材１
０、及び具体的には、表面層１４は、第１の表面９４に適合可能である。このような適合
性は、熱的界面部材１０とヒート・シンク９２との間の熱伝達効率を高める。ヒート・シ
ンク９２は、図６に示すように、フィン９６によるなど、比較的高い表面積を含む構成を
有する。熱放散用途におけるヒート・シンクの使用はよく理解され、従来のヒート・シン
ク設計が本発明の構成において利用可能であることが企図される。図６の構成における熱
伝達は、矢印「ｙ」によって示す方向であり、具体的には、発熱コンポーネント７２から
熱的界面部材１０を通じてヒート・シンク９２まで、最終的には、ヒート・シンク９２を
囲む周囲までである。
【００４６】
　図６に示す構成は、図７の流れ図に示すように構築可能である。具体的には、熱的界面
部材１０は、電子コンポーネント７２の熱放散面８０に取付け可能であり、次いで、電子
コンポーネント７２の取付け部分７８は、支持構造体７６の第１の表面７４に取付け可能
であり、その結果生じる結合体が、次いで、熱的界面部材１０の第１の表面１８において
など、ヒート・シンク９２に結合可能である。代替例として、電子コンポーネント７２は
、支持構造体７６の第１の表面７４に取付け可能であり、熱的界面部材１０は、次いで、
電子コンポーネント７２の熱放散面８０に取付け可能である。次いで、ヒート・シンク９
２が、図６に示すような結合体に熱的に結合可能である。
【００４７】
　上述した工程は、電子コンポーネント・パッケージを製造するための従来の工程と対象
的であり、従来の技術はまず、熱的界面部材をヒート・シンクに取り付け、その後、電子
コンポーネント／支持構造体の結合体をヒート・シンク／熱的界面部材の結合体に接続す
る。一般には、この最終組立段階は、完成した電子コンポーネント・パッケージを販売す
る装置製造業者によって行われる。しかし、最終組立段階は、熱的界面部材／ヒート・シ
ンクの結合体を電子コンポーネントに接続する前に、熱的界面部材から剥離ライナを（バ
ルク層１２から剥離ライナ４６などを）除去するための工程段階が必要である。この工程
段階は、時間がかかり、ときには熱的界面部材に損傷をもたらす可能性があり、その結果
、製品損失及び／又は製品性能の低下を招く。本発明の熱的界面部材は、パッケージ製造
業者において、熱的界面部材を電子コンポーネント／支持体構造体の結合体に結合するこ
とを可能にする。熱的界面部材が、電子コンポーネントを支持構造体に取り付ける前に電
子コンポーネントに取り付けられた場合、本発明の熱的界面部材は、電子コンポーネント
を支持構造体に固定するのに必要なはんだリフロー温度に耐えることが可能である。さら
には、表面層１４は、はんだリフロー工程の間、バルク層１２を汚染物質から保護するよ
うに働く。電子コンポーネントはまた、非粘着性表面がヒート・シンク９２に結合する前
に表面層１４によって提供されるという理由から、熱的界面部材が表面実装技術（ＳＭＴ
）テープ及びリールに粘着するという懸念なしに、現行のＳＭＴフォーマットで輸送可能
である。
【００４８】
　本発明は、特許法を順守するために、及び新規原理を出願し、本発明の実施例を構築し
、必要に応じて使用するのに必要な情報を当業者に提供するために、本明細書にかなり詳
細に説明されている。しかし、本発明が、具体的な別の素子によって実施することが可能
であること、及び様々な修正形態が、本発明の範囲から逸脱することなく、達成すること
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【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】
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